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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試料中の標的ヌクレオチド配列の決定方法であって、以下の工程：
（a） 各標的ヌクレオチド配列（T）について、第1のプローブ（P1）及び第2のプローブ
（P2）を提供する工程；
　　　　　　ここで、前記第1のプローブは、第1の標的特異的セクション（TS1）及び標
的ヌクレオチド配列に非相補的であり、第1のプライマー結合配列（PBS1）を含んでいて
もよい、第1のタグセクション（TAG1）を含み、ここで、前記第1のタグセクションは第1
の制限酵素のための第1の認識配列（RE1）を含み、
　　　　　　ここで、前記第2のプローブは、第2の標的特異的セクション（TS2）及び標
的ヌクレオチド配列に非相補的であり、第2のプライマー結合配列（PBS2）を含んでいて
もよい、第2のタグセクション（TAG2）を含み、ここで、前記第2のタグセクションは第2
の制限酵素のための第2の認識配列（RE2）を含み、
（b） 第1及び第2のプローブの第1及び第2の標的特異的セクションをそれぞれ標的配列に
ハイブリダイズさせる工程；
（c） 標的配列の基本的に隣接するセクションにプローブのそれぞれの標的特異的セクシ
ョンがハイブリダイズした場合に、第1及び第2のプローブをライゲーションしてライゲー
ションされたプローブ（LP）を提供する工程；
（d） 任意の第１及び／又は任意の第２のプライマーで、ライゲーションされたプローブ
を任意に増幅してアンプリコン（A）を提供する工程；
（e） 第１及び／又は第２の制限酵素でライゲーションされたプローブ又はアンプリコン
を制限して制限されたライゲーションされたプローブ（RLP）又は制限されたアンプリコ
ン（RA）を提供し、アダプターベースの識別子（AD ID1, AD ID2）を含む第１及び第２の
アダプターを、制限されたライゲーションされたプローブ（RLP）又は制限されたアンプ
リコン（RA）にライゲーションする工程；
（f） アダプターがライゲーションされた、制限されたライゲーションされたプローブ（
RLP）又は、アダプターがライゲーションされた、制限されたアンプリコン（RA）をハイ
スループットシーケンシング技術に供して、制限されたライゲーションされたプローブ又
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は制限されたアンプリコンのヌクレオチド配列の少なくとも一部を決定する工程；
（g） 試料中の標的ヌクレオチド配列の存在、不存在又は量を同定する工程；
を含む方法。
【請求項２】
　第１の標的特異的セクションが第１のプローブの３´末端に位置し、第２の標的特異的
セクションが第２のプローブの５´末端に位置する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　第１のプローブベースの識別子配列（ID1）が第１のタグセクション中に位置する、請
求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　第２のプローブベースの識別子（ID2）が第２のタグセクション中に位置する、請求項
１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　第１のプローブベースの識別子が、制限酵素の第１の認識配列と、第１の標的特異的セ
クションとの間に位置する、請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　第２のプローブベースの識別子が、任意の制限酵素の第２の認識配列と、第２の標的特
異的セクションとの間に位置する、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　第１及び第２のタグセクションがいずれも制限酵素の認識部位を有する、請求項１～６
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　ハイブリダイゼーション、ライゲーション及び任意のギャップ充填が結合された工程に
おいて行われる、請求項１～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　第１のタグセクションのための制限酵素の認識部位が、第２のタグセクションのための
制限酵素の認識部位に比べて異なるヌクレオチド配列を有する、請求項１～８のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項１０】
　ハイスループットシーケンシングが合成によるシーケンシングを含む、請求項１～９の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　ハイスループットシーケンシングがブリッジ増幅又はエマルション増幅を含む、請求項
１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　ハイスループットシーケンシングが一方向単一読み取りシーケンシングを含む、請求項
１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　ハイスループットシーケンシングが一方向単一読み取りダブルプライミングシーケンシ
ングを含む、請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　ハイスループットシーケンシングが双方向（ペアエンド）シーケンシングを含む、請求
項１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　ハイスループットシーケンシングがメイトペアシーケンシングを含む、請求項１～９の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
　一つの試料中で複数の標的配列が決定される、請求項１～１５のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項１７】
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　複数の試料中で一つの標的配列が決定される、請求項１～１５のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項１８】
　複数の試料中で複数の標的配列が決定される、請求項１～１５のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項１９】
　プローブが環状化可能プローブ、キーロックプローブおよび／または化合物プローブで
ある、請求項１～１８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０】
　少なくとも二つのプローブを含むオリゴヌクレオチド・ライゲーション・アッセイを用
いた、試料中の標的配列の存在、不存在又は量について、生物学的試料をジェノタイピン
グする方法であって、プローブの少なくとも一つが標的セクションに加えて制限酵素の認
識配列を含み、該方法が、ライゲーションされたプローブを提供するライゲーション工程
をさらに含み、ライゲーション後、ライゲーションされたプローブは制限され、もしくは
増幅されてから制限されて、制限されたライゲーションされたプローブ（RLP)もしくは制
限されたアンプリコン（RA）が提供され、得られたRLP/RAに対し、一つ以上の識別子を含
む一つまたは二つのアダプターがライゲーションされ、得られたアダプターがライゲーシ
ョンされたRLP/RAがシーケンスされる、
方法。


	header
	written-amendment

